
 

 

医師の働き方改革について 

 

 

 

医師・看護人材確保対策課 
 

            

○医師の時間外労働上限規制が、令和６年（2024 年）４月から適用開始。 

 

➢ 診療に従事する勤務医に適用される上限は、年 960 時間未満（月 100  

時間未満）が原則。【A水準】 

 

➢ 地域医療に不可欠な医療機関での勤務や、技術・技能習得のために上限を

超える長時間労働を行わなければならない医師について、特例（上限   

年 1,860 時間）が設けられている。【Ｂ・Ｃ水準】 

 
 

○現在、各医療機関において、時間外労働を含む医師の労働時間の適切な把握･

管理や宿日直許可の取得等、働き方改革に向けた取組が進められている。 

 

 

○Ｂ・Ｃ水準の指定を目指す医療機関は、医師労働時間短縮計画を作成し、医療

機関勤務環境評価センターによる評価を経て、県へ指定申請を行うことに 

なる。 

 
 

○県による指定に当たっては、医療計画等との整合性や、地域の医療提供体制 

への影響等を確認するため、「医療審議会の意見を聴く」こととされている。 

 
 
 

○今後、医療機関から県にＢ・Ｃ水準の指定申請がなされた場合に、医療   

審議会において御意見をお聞きすることになるので、あらかじめ御承知おき

いただきたい。 
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都道府県医療審議会における意⾒聴取

「医師の働き方改革の推進に関する検討会 中間とりまとめ」において、都道府県における医療機関の指定の
判断に関する考え方をお示ししております。

14

医師の働き方改革の推進に関する検討会 中間とりまとめ（令和２年12月22日）抜粋
都道府県医療審議会の意⾒聴取
（Ｂ・連携Ｂ⽔準）
Ｂ水準を適用することが地域の医療提供体制の構築方針（医療計画等）と整合的であること及び地域の医療提
供体制全体としても医師の⻑時間労働を前提とせざるを得ないことについて、都道府県は、都道府県医療審議
会の意⾒を聴く。その際、医療機関の機能分化・連携等を進めることによる将来の地域医療提供体制の目指す
べき姿も踏まえることが必要であり、地域医療構想調整会議における、医療計画のうち地域医療構想の達成の
推進のための協議状況を勘案し、地域医療構想との整合性を確認することが適当である。また、地域の医療提
供体制は、地域の医師の確保と⼀体不可分であるため、地域医療対策協議会における議論との整合性を確認す
ることが適当である。このため、実質的な議論は、都道府県医療審議会に設けられた分科会や地域医療対策協
議会等の適切な場において⾏うことを想定している。
（Ｃ-１⽔準）
Ｃ-１水準を適用することにより、地域における臨床研修医や専攻医等の確保に影響を与える可能性があること
から、地域の医療提供体制への影響を確認することが適当であり、都道府県は、都道府県医療審議会の意⾒を
聴く。なお、地域医療対策協議会においても協議することとする。
（Ｃ-２⽔準）
Ｃ-２水準を適用することにより、地域における⾼度な技能が必要とされる医療の提供体制に影響を与える可能
性があることから、地域の医療提供体制への影響及び構築⽅針との整合性を確認することが適当であり、都道
府県は、都道府県医療審議会の意⾒を聴く。


